
１．水道施設の概要

（1）沿革

本町の水道事業は、昭和 36 年に第１浄水場が完成し給水を開始しました。その後、人口増に伴い、第

２浄水場及び宮東配水場の施設整備を行いました。現在までの変遷は下図のとおりです。

（2）水道施設の位置

２．耐震診断結果

（1）診断結果

新水道ビジョンで廃止を決定した第１浄水場以外の施設について耐震診断を実施し、

結果は下表のとおりです。（○は耐震性能あり、×は耐震性能なし）

場 所 施設名称 耐震性能 築造年度

第 2 浄水場 着水井 × 昭和 47 年度

薬品接触池 × 昭和 47 年度

ろ過機 × 昭和 47 年度

低区配水池 × 昭和 47 年度

高区配水池 × 昭和 57 年度

管理棟 ○ 昭和 47 年度

次亜注入機室 ○ 昭和 47 年度

宮東配水場 第一配水池 × 平成 5 年度

電気室 ○ 平成 6 年度

（2）第 2 浄水場平面図

（3）宮東配水場平面図

水道施設耐震診断結果と今後の施設整備について

昭和 48 年

第 2 浄水場建設

計画給水人口

36,000 人

計画給水量

13,600ｍ3/日

昭和 56 年

県水受水（PC タンク建設）

計画給水人口

33,600 人

計画給水量

17,700ｍ3/日

平成 8 年

宮東配水場建設

計画給水人口

46,100 人

計画給水量

22,600ｍ3/日

昭和 36 年

第１浄水場建設

計画給水人口

7,000 人

計画給水量

1,260ｍ3/日

第２浄水場

宮東配水場



３．施設整備計画

3.1 将来の水運用

現在の配水量と認可計画の配水量は下表のとおりです。現在の配水量は計画配水量の約 49％とな

っています。配水量の減少により、第１浄水場を廃止しても配水量を確保できる状況であり、第２

浄水場及び宮東配水場の配水量を確保することにより安定給水は可能となります。

3.2 整備方針

古い第２浄水場から着手することが基本ですが、耐震補強を行うには、その施設が長期間の停止

が必要となります。余剰地の少ない第２浄水場では既設施設と同程度の仮設施設を設置できず、町

全体の配水能力が不足する状態に陥ります。よって、先に宮東配水場から着手し、配水能力を確保

してから第２浄水場の整備を行なう必要があります。

宮東配水場は既存と同容量の配水地を１基増設し、配水能力を確保した後に第一配水池の耐震補

強を行います。その後、第２浄水場に着手し、既存施設を取壊しつつ、更新を行います。

3.3 施設整備計画

（1）施設整備規模

第２浄水場及び宮東配水場の施設整備の規模は下表のとおりとします。

（2）概算工事費

第２浄水場、宮東配水場の施設整備費及び第１浄水場の撤去費に係る概算工事費は下表のとおりです。

（3）施設整備年次計画

施設整備は下表のとおりを予定しております。

場 所 現在の平均配水量 現在の配水能力 認可計画配水量（H4）

第１浄水場 自己水 ― ― 4,570 ㎥/日

第２浄水場 自己水 2,400 ㎥/日 4,130 ㎥/日

9,630 ㎥/日県 水 4,400 ㎥/日 5,500 ㎥/日

小計 6,800 ㎥/日 9,630 ㎥/日

宮東配水場 県 水 4,200 ㎥/日 4,200 ㎥/日 8,400 ㎥/日

計 11,000 ㎥/日 13,830 ㎥/日 22,600 ㎥/日

場 所 施設名称
耐震性能

の有無

耐震補強

又は更新

第２浄水場 着水井 × 更新

薬品接触池 × 更新

ろ過機 × 更新

低区配水池 × 更新

高区配水池 × 更新

管理棟 ○ 現状維持

次亜注入機室 ○ 現状維持

宮東配水場 第一配水池 × 耐震補強

電気室 ○ 現状維持

場 所 水源別 施 設 規 模

第２浄水場
自己水

浄水処理施設（更新） 処理水量 2,400 ㎥/日

配水池（更新） 容量 1,600 ㎥

配水池容量

合計 12,500 ㎥

県 水 配水池（更新） 容量 2,500 ㎥

宮東配水場 県 水
配水池（耐震補強） 容量 4,200 ㎥

配水池（増設） 容量 4,200 ㎥

種 別 概算工事費（千円）

第２浄水場
更 新 1,166,000

撤 去 318,300

宮東配水場 整 備 659,000

第１浄水場 撤 去 151,700

計 2,295,000

整備内容 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

(2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033)

宮東配水場整備検討

宮東配水場改良工事

①上下水道事務所移転

②第二配水池築造

③第一配水池耐震補強

第2浄水場整備検討

第２浄水場改良工事

①着水井・沈殿池築造

②着水井・沈殿池解体

③急速ろ過機設置

④既設急速ろ過機解体

⑤低区配水池解体

⑥高区配水池築造

⑦高区配水池解体

⑧低区配水池築造



（4）宮東配水場施設配置

宮東配水場は、場内に配水池と事務所があります。増設する配水池を離れた場所に設けた場合、

配管、計装設備等の整備費用が余計にかかり、また、維持管理の効率が悪くなるため、新設の配水

池は、既設配水池の隣に設置します。

（5）第２浄水場更新計画施設配置

第２浄水場は、浄水系統（自己水）を先に取り壊し、設置場所を確保した後に県水受水系統を整

備します。その後、浄水系統（自己水）を整備します。


